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１  計画策定の趣旨 

 

現代の大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会経済システムは、私たちの生活様式の多様化や利便性

の向上など物質的な豊かさをもたらす一方で、廃棄物の排出量の増加による環境への負荷の増大や最終

処分場の残余容量のひっ迫等の深刻な社会問題を招く結果となったほか、資源・エネルギーの需要拡大

に伴う資源価格の急騰、将来的な資源・エネルギーの枯渇が問題となっています。 

こうした廃棄物問題による環境の危機を克服し、良好な環境を次世代に引き継いでいくためには、廃

棄物の排出抑制（Reduce：リデュース）、再使用（Reuse：リユース）、再生利用（Recycle：リサイク

ル）のいわゆる３Ｒ（スリーアール）の推進を図り、環境への負荷が少なく持続的に発展することがで

きる循環型社会を実現することが必要となっています。 

このような状況を踏まえ、国においては、家庭から排出されるごみの中で、容積比で約6割、重量比

でも約2～3割という大きな割合を占める容器包装廃棄物について、「住民は分別排出、市町村は分別収

集、事業者は再商品化」という適切な役割分担のもとで各主体が一体となって削減やリサイクルに取り

組む「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（以下「法」という。）」が平成7年

6月に制定されました。 

法では、分別収集しようとする市町村は３年ごとに５年を１期とする分別収集計画を策定することと

されており、それを踏まえて都道府県は分別収集促進計画を策定することとされています。また、法に

基づき、平成9年4月からはガラス製容器、PETボトル等を対象に、平成12年4月からはその他紙

製容器包装、その他プラスチック製容器包装等に対象が順次拡大され、容器包装廃棄物の分別収集及び

再商品化が行われてきました。 

こうした中、本県では、「富山県廃棄物処理計画（とやま廃棄物プラン）」に基づき、各主体が連携・

協働した３Rの取組みや県民運動を展開するなど、廃棄物の減量化や循環的利用、適正な処理に関する

施策の実施、県民や事業者、市町村等の取組みにより、廃棄物の循環的利用等に対して一定の成果を上

げています。特に、レジ袋の削減については、マイバッグの持参率が全国トップの高い水準を維持して

おり、本県の取組みも参考に、令和２年７月からレジ袋の有料化が全国一斉に開始されています。 

また、令和４年３月に「富山県環境基本計画」を改定し、県民、事業者が３Ｒに取り組むとともに、

製品のライフサイクル全般で、カーボンニュートラルに配慮しながらサーキュラーエコノミー（循環経

済）へ移行することにより、資源消費の最小化が図られ、良好な環境の維持と持続的な経済・社会の両

立を目指すこととしています。 

このように県では、国連で採択された持続可能な開発目標（SDGs）の達成などにも対応した新しい

循環型社会づくりに向け様々な取組みを行っていますが、近年の新型コロナウイルス感染症の流行に伴

い、衛生目的で使用されるプラスチック製のワンウェイ（使い捨て）容器やインターネットショッピン

グ時の段ボール製容器包装の使用増加などもあり、容器包装廃棄物を含む一般廃棄物の排出量、容器包

装廃棄物の分別回収量ともに近年横ばいに推移していることから、今後も、ごみの発生抑制やリサイク

ルをより一層推進していく必要があります。 

このほか、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律（以下「プラスチック資源循環法」と

いう。）が令和４年４月１日に施行され、市町村はプラスチック製容器包装に加え、その区域内における

プラスチック使用製品廃棄物の分別収集及び分別収集物の再商品化に必要な措置を講ずるよう努めなけ

ればならないこととされました。 
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本計画は、このような状況を踏まえて、本県における市町村別の容器包装廃棄物の排出見込量等を示

すとともに、容器包装廃棄物の排出の抑制及び分別収集の促進のために本県が行う施策を明らかにする

ものです。  
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２  基本的方向 

 

本計画を実施するにあたっての基本的方向を以下に示します。 

（１） 容器包装廃棄物の３Ｒの推進 

（２） 市町村における適正かつ効率的な分別収集及び円滑な引渡しの促進 

（３） 県民、事業者、行政（県・市町村）等が相互に理解・連携した取組みによる循環型社会シス

テムの構築 

 

３  計画の期間 

 

本計画の期間は、令和5年4月を始期とする5か年間とし、3年ごとに改定するものとします。 

 

 

４  対象品目 

 

本計画は、市町村が法第１０条の規定に基づき分別収集を実施する表4-1掲載の物を対象とします。 

表4-1 対象品目 

容器包装廃棄物の種類 本計画において使用する用語 

主としてスチール製の容器包装 スチール製容器包装 

主としてアルミニウム製の容器包装 アルミニウム製容器包装 

主としてガラス製の容器であって、無色のもの 無色のガラス製容器 

主としてガラス製の容器であって、茶色のもの 茶色のガラス製容器 

主としてガラス製の容器であって、無色又は茶色のもの

以外のもの 
その他のガラス製容器 

主として紙製の容器包装であって、飲料を充てんするた

めのもの（原材料としてアルミニウムが利用されている

ものを除く。） 

飲料用紙容器 

主として段ボール製の容器包装 段ボール製容器包装 

主として紙製の容器包装であって、上記以外のもの その他紙製容器包装 

主としてポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）製の容器

であって飲料、しょうゆ等を充てんするためのもの 
ＰＥＴボトル 

主としてプラスチック製の容器包装であって上記以外の

もの 
その他プラスチック製容器包装 

 上記のうち、白色の発泡スチロール製食品トレイ 白色トレイ 
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５  容器包装廃棄物の現状 

 

一般廃棄物の中で、容器包装リサイクル法に基づく分別収集実績量の推移は、表 5-1、図 5-1 のと

おりです。令和３年度における分別収集量の総計は約２万トンであり、近年は減少傾向となっています。 

 

表5-1 富山県における分別収集実績量の推移（単位：トン） 

収集品目＼年度 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ 

無色のガラス製容器 2,065.37  1,958.59  2,038.40  2,170.01  2,108.18  2,028.19  1,944.26  1,804.73  1,834.84  1,746.97 

茶色のガラス製容器 2,451.03  2,388.07  2,385.30  2,414.76  2,302.96  2,148.24  2,095.46  1,943.90  1,846.38 1,786.78 

その他のガラス製容器 875.88  878.97  910.23  902.75  932.55  887.68  876.88  911.71  945.29 927.21 

その他紙製容器包装 2,186.70  2,017.12  2,051.56  2,056.10  1,964.67  1,896.34  1,851.58  2,203.25 2,066.42 1,593.28 

ＰＥＴボトル 1,550.34  1,560.88  1,493.64  1,477.92  1,442.45  1,354.06  1,418.44  1,351.32  1,426.64 1,429.46 

その他プラスチック製容器包装 5,258.70  5,252.72  5,086.90  5,136.29  5,107.56  5,153.91  5,235.14  5,248.46 5,486.52 5,457.13 

      （うち白色トレイ） 59.39  56.52  46.65  41.53  40.47  45.17  40.71  32.85 38.31 43.37 

スチール製容器包装 920.97  760.55  696.62  508.52  447.81  423.23  383.14  340.79  323.06 288.35 

アルミニウム製容器包装 1,225.49  1,118.20  1,120.94  1,106.67  1,106.83  1,072.80  993.58  900.46  882.13 797.22 

飲料用紙容器(紙パック) 135.70  122.59  131.48  126.21  127.21  113.40  111.62  106.50 109.88 94.27 

段ボール製容器包装 6,104.03  6,493.30 6,629.20  6,341.75  6,727.89  6,378.46  6,234.36  6,082.20 5,909.50 5,756.55 

合計 22,774.21  22,550.99  22,544.27  22,240.98  22,268.11  21,456.31  21,144.46  20,893.32 20,831.38 19,920.59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図5-1 富山県における分別収集実績量の推移 
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６  市町村の分別収集計画策定状況 

 

法第８条第１項の規定に基づく市町村の分別収集計画は、県内の全市町村注１）で分別収集計画を策定

しています。また、計画期間における対象品目ごとの分別収集計画市町村数は、表6-1のとおりです。 

 

表6-1 分別収集計画市町村数 

 

収集品目＼年度 R５ R６ R７ R８ R９ 

無色のガラス製容器 15 15 15 15 15 

茶色のガラス製容器 15 15 15 15 15 

その他のガラス製容器 15 15 15 15 15 

その他紙製容器包装 15 15 15 15 15 

ＰＥＴボトル 15 15 15 15 15 

その他プラスチック製容器包装 15 15 15 15 15 

     （うち白色トレイ） ４ ４ ４ ４ ４ 

スチール製容器包装 15 15 15 15 15 

アルミニウム製容器包装 15 15 15 15 15 

飲料用紙容器(紙パック) 15 15 15 15 15 

段ボール製容器包装 15 15 15 15 15 

 

 

注：富山市、滑川市、立山町、上市町、舟橋村については、富山地区広域圏事務組合として策定してい

ます。これ以外の市町では、その自治体単独で策定しています。 

  



6 

 

７  各年度における市町村別の容器包装廃棄物の排出量の見込み及び当該排出量見込量を合

算して得られる量 

 

法第９条第２項第１号に規定する、本県における令和５年度から令和９年度までの市町村別の容器包

装廃棄物の排出量の見込み及びそれらの合算量は、次のとおりです。 

 

 [単位：トン] 

市町村・組合名／年度 R５ R６ R７ R８ R９ 

高 岡 市 9,408.0  9,353.0  9,297.0  9,236.0  9,175.0  

魚 津 市 3,081.0  3,057.0  3,034.0  3,011.0  2,988.0  

氷 見 市 3,236.0  3,168.0  3,120.0  3,055.0  3,007.0  

黒 部 市 3,343.6  3,365.5  3,365.9  3,365.9  3,365.9  

砺 波 市 1,047.2  1,048.0  1,049.8  1,052.5  1,056.0  

小矢部市 1,952.0  1,900.0  1,904.0  1,838.0  1,830.0  

南 砺 市 2,732.6  2,687.5  2,642.5  2,597.4  2,552.4  

射 水 市 4,311.0  4,233.0  4,156.0  4,078.0  4,057.0  

入 善 町 2,522.0  2,484.0  2,448.0  2,433.0  2,415.0  

朝 日 町 912.3  890.9  869.9  849.5  829.4  

富山地区広域圏事務組合 31,162.7  31,060.3  30,986.4  30,831.1  30,702.6  

合    計（A） 63,708.4  63,247.2  62,873.5  62,347.4  61,978.3  

再資源化量（B） 19,735.0  19,696.4  19,661.0  19,605.4  19,548.9  

廃棄処分量（（A）-

（B）） 
43,973.4  43,550.8  43,212.5  42,742.0  42,429.4  
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８  各年度において得られる特定分別基準適合物ごとの市町村別の量の見込み及び当該見込

量を合算して得られる各年度における特定分別基準適合物ごとの量 

 

法第９条第２項第２号に規定する、本県における令和５年度から令和９年度までの市町村別の無色の

ガラス製容器、茶色のガラス製容器、その他のガラス製容器、その他紙製容器包装、PETボトル及びそ

の他プラスチック製容器包装の量の見込み及びそれらの合算量は次のとおりです。 

 

（１） 無色のガラス製容器 

     [単位:トン] 

市町村・組合名／年度 R５ R６ R７ R８ R９ 

高 岡 市 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

307.0  305.0  303.0  301.0  299.0  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

0.0  307.0  0.0  305.0  0.0  303.0  0.0  301.0  0.0  299.0  

魚 津 市 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

67.0  66.0  66.0  66.0  66.0  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

0.0  67.0  0.0  66.0  0.0  66.0  0.0  66.0  0.0  66.0  

氷 見 市 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

60.0  55.0  52.0  51.0  47.0  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

0.0  60.0  0.0  55.0  0.0  52.0  0.0  51.0  0.0  47.0  

黒 部 市 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

47.0  47.3  47.3  47.3  47.3  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

0.0  47.0  0.0  47.3  0.0  47.3  0.0  47.3  0.0  47.3  

砺 波 市 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

40.9  41.2  41.6  42.0  42.4  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

0.0  40.9  0.0  41.2  0.0  41.6  0.0  42.0  0.0  42.4  

小矢部市 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

49.0  48.0  48.0  47.0  47.0  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

0.0  49.0  0.0  48.0  0.0  48.0  0.0  47.0  0.0  47.0  

南 砺 市 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

77.9  75.6  74.3  73.1  71.8  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

0.0  77.9  0.0  75.6  0.0  74.3  0.0  73.1  0.0  71.8  

射 水 市 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

96.0  96.0  95.0  95.0  95.0  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

0.0  96.0  0.0  96.0  0.0  95.0  0.0  95.0  0.0  95.0  

入 善 町 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

40.0  39.0  38.0  37.0  35.0  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

0.0  40.0  0.0  39.0  0.0  38.0  0.0  37.0  0.0  35.0  

朝 日 町 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

17.9  17.7  17.4  17.2  17.0  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

0.0  17.9  0.0  17.7  0.0  17.4  0.0  17.2  0.0  17.0  

富山地区広域圏事務組合 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

906.9  903.9  901.8  897.5  894.0  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

0.0  906.9  0.0  903.9  0.0  901.8  0.0  897.5  0.0  894.0  

合    計 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

1,709.6  1,694.7  1,684.4  1,674.1  1,661.5  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

0.0  1,709.6  0.0  1,694.7  0.0  1,684.4  0.0  1,674.1  0.0  1,661.5  
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（２） 茶色のガラス製容器 

     [単位:トン] 

市町村・組合名／年度 R５ R６ R７ R８ R９ 

高 岡 市 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

300.0  299.0  297.0  295.0  293.0  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

0.0  300.0  0.0  299.0  0.0  297.0  0.0  295.0  0.0  293.0  

魚 津 市 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

79.0  78.0  78.0  77.0  77.0  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

0.0  79.0  0.0  78.0  0.0  78.0  0.0  77.0  0.0  77.0  

氷 見 市 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

116.0  113.0  111.0  109.0  106.0  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

0.0  116.0  0.0  113.0  0.0  111.0  0.0  109.0  0.0  106.0  

黒 部 市 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

60.7  61.1  61.1  61.1  61.1  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

0.0  60.7  0.0  61.1  0.0  61.1  0.0  61.1  0.0  61.1  

砺 波 市 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

39.2  39.5  39.9  40.2  40.6  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

0.0  39.2  0.0  39.5  0.0  39.9  0.0  40.2  0.0  40.6  

小矢部市 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

52.0  51.0  51.0  50.0  50.0  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

0.0  52.0  0.0  51.0  0.0  51.0  0.0  50.0  0.0  50.0  

南 砺 市 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

85.0  85.7  85.9  86.0  86.1  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

0.0  85.0  0.0  85.7  0.0  85.9  0.0  86.0  0.0  86.1  

射 水 市 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

105.0  105.0  105.0  104.0  104.0  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

0.0  105.0  0.0  105.0  0.0  105.0  0.0  104.0  0.0  104.0  

入 善 町 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

57.0  54.0  51.0  49.0  47.0  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

0.0  57.0  0.0  54.0  0.0  51.0  0.0  49.0  0.0  47.0  

朝 日 町 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

25.8  25.5  25.1  24.8  24.4  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

0.0  25.8  0.0  25.5  0.0  25.1  0.0  24.8  0.0  24.4  

富山地区広域圏事務組合 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

845.9  843.1  841.0  837.0  833.5  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

0.0  845.9  0.0  843.1  0.0  841.0  0.0  837.0  0.0  833.5  

合    計 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

1,765.6  1,754.9  1,746.0  1,733.1  1,722.7  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

0.0  1,765.6  0.0  1,754.9  0.0  1,746.0  0.0  1,733.1  0.0  1,722.7  
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（３） その他のガラス製容器 

     [単位:トン] 

市町村・組合名／年度 R５ R６ R７ R８ R９ 

高 岡 市 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

149.0  148.0  147.0  146.0  145.0  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

149.0  0.0  148.0  0.0  147.0  0.0  146.0  0.0  145.0  0.0  

魚 津 市 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

39.0  40.0  40.0  41.0  41.0  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

0.0  39.0  0.0  40.0  0.0  40.0  0.0  41.0  0.0  41.0  

氷 見 市 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

21.0  18.0  16.0  16.0  15.0  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

21.0  0.0  18.0  0.0  16.0  0.0  16.0  0.0  15.0  0.0  

黒 部 市 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

30.2  30.5  30.5  30.5  30.5  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

0.0  30.2  0.0  30.5  0.0  30.5  0.0  30.5  0.0  30.5  

砺 波 市 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

13.2  13.3  13.5  13.6  13.7  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

0.0  13.2  0.0  13.3  0.0  13.5  0.0  13.6  0.0  13.7  

小矢部市 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

21.0  21.0  21.0  20.0  20.0  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

21.0  0.0  21.0  0.0  21.0  0.0  20.0  0.0  20.0  0.0  

南 砺 市 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

32.0  31.4  30.9  30.4  29.9  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

0.0  32.0  0.0  31.4  0.0  30.9  0.0  30.4  0.0  29.9  

射 水 市 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

44.0  44.0  44.0  44.0  43.0  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

0.0  44.0  0.0  44.0  0.0  44.0  0.0  44.0  0.0  43.0  

入 善 町 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

25.0  25.0  25.0  25.0  25.0  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

0.0  25.0  0.0  25.0  0.0  25.0  0.0  25.0  0.0  25.0  

朝 日 町 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

10.3  10.2  10.1  9.9  9.8  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

0.0  10.3  0.0  10.2  0.0  10.1  0.0  9.9  0.0  9.8  

富山地区広域圏事務組合 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

533.1  531.5  530.1  527.5  525.3  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

511.1  22.0  509.7  21.8  508.6  21.5  506.3  21.2  504.3  21.0  

合    計 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

917.8  912.9  908.1  903.9  898.2  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

702.1  215.7  696.7  216.2  692.6  215.5  688.3  215.6  684.3  213.9  
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（４） その他紙製容器包装 

     [単位:トン] 

市町村・組合名／年度 R５ R６ R７ R８ R９ 

高 岡 市 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

371.0  369.0  367.0  364.0  362.0  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

0.0  371.0  0.0  369.0  0.0  367.0  0.0  364.0  0.0  362.0  

魚 津 市 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

89.0  89.4  89.8  90.2  90.6  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

89.0  0.0  89.4  0.0  89.8  0.0  90.2  0.0  90.6  0.0  

氷 見 市 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

60.0  57.0  57.0  53.0  51.0  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

60.0  0.0  57.0  0.0  57.0  0.0  53.0  0.0  51.0  0.0  

黒 部 市 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

34.9  35.2  35.2  35.2  35.2  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

34.9  0.0  35.2  0.0  35.2  0.0  35.2  0.0  35.2  0.0  

砺 波 市 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

59.6  60.1  60.7  61.2  61.8  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

59.6  0.0  60.1  0.0  60.7  0.0  61.2  0.0  61.8  0.0  

小矢部市 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

43.0  42.0  42.0  42.0  41.0  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

43.0  0.0  42.0  0.0  42.0  0.0  42.0  0.0  41.0  0.0  

南 砺 市 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

83.6  84.0  85.5  87.0  88.3  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

83.6  0.0  84.0  0.0  85.5  0.0  87.0  0.0  88.3  0.0  

射 水 市 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

146.0  146.0  146.0  146.0  145.0  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

106.0  40.0  106.0  40.0  106.0  40.0  106.0  40.0  105.0  40.0  

入 善 町 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

65.0  65.0  65.0  65.0  65.0  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

65.0  0.0  65.0  0.0  65.0  0.0  65.0  0.0  65.0  0.0  

朝 日 町 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

28.0  27.6  27.3  26.9  26.5  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

28.0  0.0  27.6  0.0  27.3  0.0  26.9  0.0  26.5  0.0  

富山地区広域圏事務組合 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

612.5  610.1  608.0  604.6  601.8  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

465.5  147.0  464.2  145.9  463.3  144.7  461.1  143.5  459.4  142.4  

合    計 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

1,592.6  1,585.4  1,583.5  1,575.1  1,568.2  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

1,034.6  558.0  1,030.5  554.9  1,031.8  551.7  1,027.6  547.5  1,023.8  544.4  
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（５） ＰＥＴボトル 

     [単位:トン] 

市町村・組合名／年度 R５ R６ R７ R８ R９ 

高 岡 市 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

281.0  279.0  278.0  276.0  274.0  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

0.0  281.0  0.0  279.0  0.0  278.0  0.0  276.0  0.0  274.0  

魚 津 市 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

97.2  97.7  98.2  98.7  99.2  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

0.0  97.2  0.0  97.7  0.0  98.2  0.0  98.7  0.0  99.2  

氷 見 市 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

150.0  158.0  162.0  167.0  172.0  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

150.0  0.0  158.0  0.0  162.0  0.0  167.0  0.0  172.0  0.0  

黒 部 市 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

50.7  51.0  51.0  51.0  51.0  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

50.7  0.0  51.0  0.0  51.0  0.0  51.0  0.0  51.0  0.0  

砺 波 市 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

15.9  16.1  16.2  16.3  16.5  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

15.9  0.0  16.1  0.0  16.2  0.0  16.3  0.0  16.5  0.0  

小矢部市 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

32.0  31.0  31.0  31.0  31.0  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

32.0  0.0  31.0  0.0  31.0  0.0  31.0  0.0  31.0  0.0  

南 砺 市 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

43.4  42.8  42.1  41.4  40.7  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

43.4  0.0  42.8  0.0  42.1  0.0  41.4  0.0  40.7  0.0  

射 水 市 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

82.0  81.0  81.0  81.0  81.0  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

82.0  0.0  81.0  0.0  81.0  0.0  81.0  0.0  81.0  0.0  

入 善 町 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

69.0  73.0  77.0  82.0  86.0  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

69.0  0.0  73.0  0.0  77.0  0.0  82.0  0.0  86.0  0.0  

朝 日 町 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

24.0  23.7  23.4  23.0  22.7  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

24.0  0.0  23.7  0.0  23.4  0.0  23.0  0.0  22.7  0.0  

富山地区広域圏事務組合 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

592.1  590.1  588.6  585.8  583.5  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

559.6  32.5  558.0  32.1  556.9  31.7  554.5  31.3  552.5  31.0  

合    計 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

1,437.3  1,443.4  1,448.5  1,453.2  1,457.6  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

1,026.6  410.7  1,034.6  408.8  1,040.6  407.9  1,047.2  406.0  1,053.4  404.2  
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（６） その他プラスチック製容器包装 

上段数値はその他プラスチック製容器包装の見込量、下段数値はその他プラスチック製容器包

装のうち白色トレイのみを分別収集の対象とする場合又はその他プラスチック製容器包装と白

色トレイの両方を個別に分別収集する場合の当該白色トレイの見込量 

 [単位：トン] 

市町村・組合名／年度 R５ R６ R７ R８ R９ 

高 岡 市 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

1,161.0  1,154.0  1,147.0  1,139.0  1,132.0  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

1,161.0  0.0  1,154.0  0.0  1,147.0  0.0  1,139.0  0.0  1,132.0  0.0  
 

（うち白色 

トレイ） 

（合計） （合計） （合計） （合計） （合計） 

0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

魚 津 市 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

153.0  154.0  155.0  156.0  157.0  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

153.0  0.0  154.0  0.0  155.0  0.0  156.0  0.0  157.0  0.0  
 

（うち白色 

トレイ） 

（合計） （合計） （合計） （合計） （合計） 

0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

氷 見 市 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

367.0  380.0  384.0  388.0  397.0  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

333.0  34.0  344.0  36.0  346.0  38.0  352.0  36.0  359.0  38.0  
 

（うち白色ト

レイ） 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

34.0  36.0  38.0  36.0  38.0  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

0.0  34.0  0.0  36.0  0.0  38.0  0.0  36.0  0.0  38.0  

黒 部 市 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

78.4  79.0  79.0  79.0  79.0  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

78.2  0.2  78.8  0.2  78.8  0.2  78.8  0.2  78.8  0.2  
 

（うち白色 

トレイ） 

（合計） （合計） （合計） （合計） （合計） 

0.２  0.２  0.２  0.２  0.２  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

0.0  0.２  0.0  0.２  0.0  0.２  0.0  0.２  0.0  0.２  

砺 波 市 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

163.5  165.0  166.5  168.0  169.6  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

163.5  0.0  165.0  0.0  166.5  0.0  168.0  0.0  169.6  0.0  
 

（うち白色 

トレイ） 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

0.9  0.9  0.9  0.9  1.0  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

0.9  0.0  0.9  0.0  0.9  0.0  0.9  0.0  1.0  0.0  

小矢部市 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

142.0  141.0  140.0  138.0  137.0  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

142.0  0.0  141.0  0.0  140.0  0.0  138.0  0.0  137.0  0.0  
 

（うち白色 

トレイ） 

（合計） （合計） （合計） （合計） （合計） 

0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

  



13 

 

 [単位：トン] 

市町村・組合名／年度 R５ R６ R７ R８ R９ 

南 砺 市 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

179.2  176.2  173.3  170.3  167.4  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

176.1  3.1  173.2  3.0  170.3  3.0  167.4  2.9  164.5  2.9  
 

（うち白色 

トレイ） 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

3.1  3.0  3.0  2.9  2.9  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

0.0  3.1  0.0  3.0  0.0  3.0  0.0  2.9  0.0  2.9  

射 水 市 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

354.0  354.0  353.0  353.0  351.0  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

354.0  0.0  354.0  0.0  353.0  0.0  353.0  0.0  351.0  0.0  
 

（うち白色 

トレイ） 

（合計） （合計） （合計） （合計） （合計） 

0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

入 善 町 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

130.0  133.0  137.0  142.0  147.0  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

130.0  0.0  133.0  0.0  137.0  0.0  142.0  0.0  147.0  0.0  
 

（うち白色ト

レイ） 

（合計） （合計） （合計） （合計） （合計） 

0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

朝 日 町 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

15.3  15.1  14.9  14.7  14.5  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

15.3  0.0  15.1  0.0  14.9  0.0  14.7  0.0  14.5  0.0  
 

（うち白色 

トレイ） 

（合計） （合計） （合計） （合計） （合計） 

0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

富山地区広域圏 

事務組合 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

2,601.2  2,592.6  2,586.2  2,573.3  2,562.5  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

2,601.2  0.0  2,592.6  0.0  2,586.2  0.0  2,573.3  0.0  2,562.5  0.0  
 

（うち白色 

トレイ） 

（合計） （合計） （合計） （合計） （合計） 

0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

合    計 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

5,344.6  5,343.9  5,335.9  5,321.3  5,314.0  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

5,307.3  37.3  5,304.7  39.2  5,294.7  41.2  5,282.2  39.1  5,272.9  41.1  
 

（うち白色 

トレイ） 

(合計） (合計） (合計） (合計） (合計） 

38.2  40.1  42.1  40.0  42.1  
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） 

0.9  37.3  0.9  39.2  0.9  41.2  0.9  39.1  1.0  41.1  
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９  法第２条第６項に規定する主務省令で定める物について、各年度における市町村別の量の

見込み及び当該見込量を合算して得られる量 

 

法第９条第２項第３号に規定する、本県における令和５年度から令和９年度までの市町村別のスチー

ル製容器包装、アルミニウム製容器包装、飲料用紙容器及び段ボール製容器包装の量の見込み及びそれ

らの合算量は、次のとおりです。 

 

（１） スチール製容器包装 

 [単位：トン] 

市町村・組合名／年度 R５ R６ R７ R８ R９ 

高 岡 市 62.0  62.0  61.0  61.0  60.0  

魚 津 市 18.0  18.0  17.0  17.0  16.0  

氷 見 市 15.0  15.0  14.0  13.0  13.0  

黒 部 市 14.1  14.2  14.2  14.2  14.2  

砺 波 市 10.2  10.3  10.4  10.5  10.6  

小矢部市 6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  

南 砺 市 7.6  7.6  7.4  7.3  7.2  

射 水 市 13.0  13.0  13.0  13.0  13.0  

入 善 町 15.0  14.0  14.0  13.0  13.0  

朝 日 町 6.3  6.2  6.2  6.1  6.0  

富山地区広域圏事務組合 142.0  141.5  141.0  140.2  139.6  

合    計 309.2  307.8  304.2  301.3  298.6  
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（２） アルミニウム製容器包装 

 [単位：トン] 

市町村・組合名／年度 R５ R６ R７ R８ R９ 

高 岡 市 155.0  154.0  153.0  152.0  151.0  

魚 津 市 72.0  75.0  78.0  81.0  82.0  

氷 見 市 21.0  20.0  20.0  19.0  19.0  

黒 部 市 48.5  48.9  48.9  48.9  48.9  

砺 波 市 4.4  4.3  4.2  4.1  4.1  

小矢部市 14.0  14.0  14.0  14.0  13.0  

南 砺 市 21.1  20.3  19.9  19.6  19.3  

射 水 市 38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  

入 善 町 55.0  56.0  57.0  59.0  60.0  

朝 日 町 13.5  13.3  13.1  12.9  12.8  

富山地区広域圏事務組合 366.1  364.7  363.7  361.8  360.2  

合    計 808.6  808.5  809.8  810.3  808.3  
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（３） 飲料用紙容器 

 [単位：トン] 

市町村・組合名／年度 R５ R６ R７ R８ R９ 

高 岡 市 19.0  19.0  19.0  19.0  18.0  

魚 津 市 10.6  10.7  10.8  10.9  11.0  

氷 見 市 20.0  19.0  19.0  19.0  19.0  

黒 部 市 3.8  3.9  3.9  3.9  3.9  

砺 波 市 3.4  3.4  3.4  3.4  3.4  

小矢部市 6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  

南 砺 市 3.1  3.6  4.1  4.6  5.1  

射 水 市 6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  

入 善 町 9.0  9.0  9.0  9.0  9.0  

朝 日 町 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

富山地区広域圏事務組合 16.2  16.1  16.0  16.0  16.0  

合    計 97.1  96.7  97.2  97.8  97.4  
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（４） 段ボール製容器包装 

 [単位：トン] 

市町村・組合名／年度 R５ R６ R７ R８ R９ 

高 岡 市 996.0  990.0  984.0  978.0  971.0  

魚 津 市 477.3  477.4  477.5  477.6  477.7  

氷 見 市 85.0  87.0  85.0  88.0  88.0  

黒 部 市 231.4  233.0  233.0  233.0  233.0  

砺 波 市 91.1  88.9  87.1  85.6  84.3  

小矢部市 66.0  66.0  65.0  65.0  64.0  

南 砺 市 110.9  112.3  114.7  116.9  119.0  

射 水 市 438.0  437.0  437.0  436.0  433.0  

入 善 町 260.0  270.0  280.0  290.0  300.0  

朝 日 町 87.6  86.4  85.2  84.0  82.9  

富山地区広域圏事務組合 2,965.3  2,956.2  2,949.9  2,936.2  2,924.5  

合    計 5,808.6  5,804.2  5,798.4  5,790.3  5,777.4  
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１０  分別収集の促進のための施策 

 

法第 9 条第 2 項第４号に規定する分別収集の促進の意義に関する知識の普及等、容器包装廃棄物の

分別収集の促進のための施策は、国の基本方針や「とやま廃棄物プラン」に基づき、県民、事業者、行

政がそれぞれの立場で、また相互に協力して、次のとおり実施するものとします。 

 

（１） 容器包装廃棄物の排出の抑制及び分別収集の促進の意義に関する知識の普及 

ア 県民、事業者の協働による３Ｒの取組みの推進 

プラスチック資源循環法の施行（令和４年４月）を踏まえ、プラスチック製の使い捨て容器

包装・製品の使用削減などの３Ｒを推進するため、県民や民間団体などによるごみ減量化や環

境美化などの活動に対する必要な支援を行います。 

また、「とやまエコ・ストア制度」での資源回収や食品トレイの削減、バイオマストレイ等へ

の転換をより一層促進するため、未登録の事業者に対して登録を呼びかけるとともに、県民に

は登録店の利用を促します。 

さらに、事業者等による資源物の回収拠点を「エコ・ステーション」として認定し、集団回

収とともに資源回収を促進します。 

   イ 環境教育及び環境保全活動の推進 

「富山県環境教育等行動計画」（平成29年３月策定）に基づき、幼児、児童向けの環境学習

教室の開催など、県民、民間団体、事業者、行政等の主体が連携・協力を図りながら幅広い年

齢層に対する環境教育を推進します。 

また、県民一人ひとりが循環型社会について理解を深め、環境保全活動への参加を促進する

ため、わかりやすい啓発資材の作成や「とやま環境フェア」等のイベント開催など、幅広い普

及啓発を展開します。 

ウ ３Ｒの成果の「見える化」の推進 

レジ袋の無料配布の廃止や「とやまエコ・ストア制度」、「エコ・ステーション認定」など具

体的に目に見える取組みによるごみ減量化やリサイクルの成果の公表、事業者による環境報告

書の作成・公表など、３Ｒの成果の可視化を推進します。 

エ エコライフスタイル等への転換の推進 

ワンウェイプラスチック製容器包装・製品の使用の削減、分別排出の徹底、不法投棄及びポ

イ捨て防止について、出前講座や啓発資材の配布等の普及啓発や情報発信を行うことにより、

プラスチック資源循環に積極的に取り組む意識の醸成を図るとともに、環境や人、社会に配慮

した消費行動「エシカル消費」の普及などエコライフスタイルや、環境配慮型の事業活動への

転換を呼びかけます。 

 

（２） 市町村相互間の情報の交換の促進 

ア 富山県市町村一般廃棄物対策推進協議会等の活用 

全県的に容器包装廃棄物の分別収集を推進するため、市町村等で構成する富山県市町村一般

廃棄物対策推進協議会等の各種の会議を活用し、市町村職員に対する行政研修や市町村の分別

収集の実施状況、再商品化事業者の事業内容、流通ルート、プラスチック資源循環法への対応
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の検討状況等の情報交換を行います。 

イ 分別収集の実施に関する情報の収集及び提供 

容器包装廃棄物の分別収集を推進するため、国、他の都道府県、関係業界等から廃棄物の処

理や３R、関係法令の制定・見直しの動向など最新の情報を収集し、適宜、市町村等に提供しま

す。 

 

（３） 計画の進行管理 

法の完全施行後 22 年が経過し、本県における分別収集量が横ばいで推移していることから、

第９期計画の施策や市町村の取組みについて、検証と評価を行い、分別収集の促進に向けた効果

的な施策を検討することとします。 

また、第10期計画の施策や市町村の取組みについては、定期的に進行管理を行い、その効果

を検証することとします。 

 

（４） その他の排出の抑制や分別収集の促進に関する事項 

ア 廃棄物処理施設整備の促進 

容器包装廃棄物を効率的に分別収集するため、市町村等による保管施設等の施設の広域的か

つ計画的な整備を促進します。 

また、施設整備に当たっては、国の循環型社会形成推進交付金制度の活用が図られるよう、

国に対して財政支援の充実を要望するとともに、市町村に対して技術的な助言を行います。 

イ 効果的な分別区分及び効率的な収集方法等への技術的支援 

容器包装廃棄物の分別区分については、効果的な分別区分を設定するとともに、その収集方

法についても、収集・運搬車両の整備、収集頻度等について十分検討のうえ、分別収集の質を

一層向上させるほか、効率的な収集方法を採用するよう市町村に対して技術的な助言を行いま

す。 

また、市町村により分別収集された容器包装廃棄物については、指定法人等への円滑な引渡

しを行うよう併せて助言します。 

ウ 拠点回収及び集団回収の促進 

スーパーマーケット等の事業者、資源回収業者及び市町村の連携協力を図り、スーパーマー

ケット等における拠点回収及び住民団体の集団回収による容器包装廃棄物の分別収集を促進し

ます。 

エ 事業者による容器包装の排出抑制、資源回収の促進 

「とやまエコ・ストア連絡協議会」を中心として、小売業者における過剰包装の抑制を促進

するとともに、レジ袋の無料配布廃止や資源物の店頭回収、食品トレイの削減やバイオマスト

レイ等への転換、詰め替え商品などの環境配慮型商品の販売促進等を図ります。 

また、国に対し、小売店と連携した店頭での資源回収などの横展開や広域的・重点的な広報

啓発、情報提供、環境教育教材の作成・配布への支援を要望します。 

 オ プラスチック使用製品廃棄物の分別収集、再商品化の促進 

プラスチック資源循環法では、プラスチック容器包装廃棄物以外のプラスチック使用製品廃

棄物についても分別収集、再商品化する仕組みが定められ、これらを一括して分別収集、再商
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品化することで市町村の負担軽減が期待できることから、この仕組みづくりについて市町村へ

の情報提供や助言を行います。 

カ 行政の事業者、消費者としての環境保全に向けた取組みの率先実行 

「新県庁エコプラン＜第５期計画＞」（令和３年３月策定）に基づき、詰め替え可能な商品な

ど環境負荷の少ない製品の調達（グリーン購入）等の取組みを実践するとともに、県民、事業

者市町村にも同様の取組みを求めていきます。 

  



 

 

 

 

 

【参 考 資 料】 
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  特定分別基準適合物等の量の見込みの算定方法について 

 

「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」の規定により、都道府県分別収集促

進計画では、「都道府県の区域内において得られる分別基準適合物について、各年度において得られる特

定分別基準適合物ごとの市町村別の量の見込み及び当該見込量を合算して得られる各年度における特定

分別基準適合物ごとの量」を定めることとされています。 

「各年度において得られる特定分別基準適合物ごとの市町村別の量の見込み」は、各市町村が定める

ものであり、「市町村分別収集計画策定の手引き」（環境省作成）に記載されている方法により算定され

ます。各市町村における算定方法の詳細については、各市町村の分別収集計画をご覧下さい。 

 

【「市町村分別収集計画策定の手引き」（環境省作成）より抜粋】 

 

 
5-4 特定分別基準適合物等の量の見込みの算定方法 

特定分別基準適合物等の量の見込みの算定方法は、容器包装廃棄物の排出量の見込みに分別収集対象人

口率及び分別排出率を乗じて算定する方法と、前年度実績量に人口変動率等を乗じて算定する方法等が考

えられる。いずれの方法をとるにせよ、実績量との乖離をできるだけ小さくすることを目指して算定す

る。 

(1) 容器包装廃棄物の排出量の見込みを用いた算定方法 

特定分別基準適合物等の量の見込みは、容器包装廃棄物の排出量の見込み等を用いると、次に示すよ

うな方法で求めることができる。 

特定分別基準     容器包装廃 

適合物等の量  ＝  棄物の排出量  × [分別収集対象人口率] × [分別排出率] 

の見込み       の見込み 

容器包装廃棄物の排出量の見込みは、２で述べたような考え方に基づいて算出される。 

この場合に、容器包装廃棄物の排出量は、市町村が関与しない収集ルートによる収集量や排出抑制量

（拠点回収、集団回収、自家処理等）、市町村による排出抑制の方策、収集区分・頻度やステーション

の設置状況等住民の分別排出に対する便宜の程度、排出者の増減（産業構造、昼間人口の増減、観光客

の増減等）等の要因により変動することを踏まえて推定する必要がある。 

また、市町村の分別収集の対象又は直接搬入されたごみ排出量以外に集団回収や拠点回収の実態があ

り、これを市町村関与分として分別収集対象とする場合には、さらにこれらによる収集量を推定して合

算する必要がある。 

分別収集対象人口率は、総人口に占める分別収集対象人口であり、分別収集を市町村内のどの範囲で

実施するかにより変わる。したがって、段階的に対象区域を拡大する場合には、年度により分別収集対

象人口率を変えて算定する必要がある。市町村全域を対象とする場合には、分別収集率は100％となる。 

分別排出率は、分別収集することとした対象容器包装廃棄物が適正に分別排出される割合であり、分

別排出の方法・頻度等分別排出のしやすさや住民に対する啓発活動により変動し得る。住民アンケート

の結果や、モニター調査等、参考となる情報があればこれらを活用することになるが、そのような情報

がない場合には、今後の広報啓発活動の効果等を見込んだ上で、市町村が独自に設定することになる。

この場合、分別収集を実施している他の市町村等の収集率が得られる場合には、その排出ルールや収集

頻度、周知の度合いなどを勘案する必要がある。 
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(2) 直近年度の収集実績を用いた算定方法  

既に分別収集を実施しており、直近年度の実績量が分かる場合、以下の方法により、分別基準適合

物等の収集量の見込みを算定することができる。 

特定分別基準     直近年度の特定 

適合物等の量  ＝  分別基準適合物  × 人口変動率 

の見込み       等の収集実績 

 

※人口変動率については、開発地区の状況などを適切に把握し、容器包装廃棄物の量に影響

しうる人口動態を適切に見込むことが必要である。 

 

（その他の変動要因による変化率）  

収集対象区域が限られていて、段階的に対象区域を拡大する場合には、年度により分別収集対象人

口率を考慮して算定する必要がある。市町村全域を対象とする場合には、分別収集対象人口率は100％

となる。 

さらに工夫が必要となる場合として、ごみ有料化の導入などの排出抑制方策の実施、分別基準適合

物等の分別区分の変更、収集頻度の変更、収集方式の変更（ステーション収集から戸別収集への変

更）等を行う場合が考えられる。これらの施策を実施する場合にあっては、近隣市町村における先行

事例などから、影響度合いを把握しうるのであれば、その変化率を乗じて、算定することが望まし

い。 


